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令和元年５月 30 日運用開始 
令 和 元 年 ５ 月 3 0 日 現 在 
気 象 庁 

弥陀ヶ原の噴火警戒レベル判定基準とその解説 

 

１. 想定する噴火の様式、規模と現象 

 弥陀ヶ原火山では現在地獄谷で噴気活動が続いており、過去に噴気活動の活発化がみら

れたこともあった。地質調査により、過去１万年以内に水蒸気噴火が繰り返されてきたこと

がわかっているが（石崎,2016,2017）、有史以降噴火はほとんど確認されておらず、活動が

高まった場合にどのように活動が推移するのか不明である。また、過去の噴火に伴う噴出物

の影響範囲についても判明していないため、弥陀ヶ原火山防災協議会でまとめられた弥陀

ヶ原火山ハザードマップを基に設定した。 

 既往の研究からわかっている過去の噴火活動の特徴を整理し、発生場所、噴火の様式、現

象、及び規模を以下のように想定した。 

 

① 噴火場所 

過去１万年以内に発生した噴火は、地獄谷周辺や血ノ池地獄周辺などから発生している。

このことから、地獄谷周辺や血ノ池地獄及びその周辺の称名火口や大谷火口群、リンドウ池

を想定火口域とする（図１青実線内）。その中でも地獄谷は活発な噴気活動がみられ、地獄

谷地下浅部に火山ガスや熱水の存在が示唆されており（Seki et al.,2016）、噴気活動がな

い地域と比べ噴火が発生する可能性は高いと考えられる。 

 

 

図１ 想定火口域 
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② 噴火様式と規模及び現象、その影響範囲 

過去１万年以内の噴火はいずれも水蒸気噴火であることから、今後発生する噴火につい

ても水蒸気噴火を想定する。 

また、弥陀ヶ原火山ハザードマップによると、過去１万年以内の噴火の噴出物量の総体

積は数百万ｍ３と数万ｍ３に大別することができ、前者を大規模噴火、後者を小規模噴火と

している。 

噴火に伴う火山現象としては、噴出物量が数百万ｍ３の噴火では、噴火に伴い大きな噴石

が飛散した他、火砕流・火砕サージも発生したと考えられている。一方、噴出物量が数万ｍ

３の噴火では、主に火山灰を放出したことが確認されているが、大きな噴石が飛散した可能

性もある。この他、弥陀ヶ原では、地獄谷地下浅部に火山ガスや熱水の存在が示唆されてい

ることから、噴火時には、水や高温水が溢れ出ることで発生する火口噴出型泥流の可能性が

あり、積雪期に発生すると融雪型火山泥流も伴うことが予想される。 

噴火に伴う火山現象の影響範囲については、弥陀ヶ原火山ハザードマップを踏襲する。 

以上のことから、噴火様式と噴火に伴う火山現象、及びその影響範囲を下表のとおり想

定した。 

 

噴火様式 規模 噴火に伴う火山現象 噴火に伴う火山現象の影響範囲 

水蒸気噴火 

小規模噴火 大きな噴石 地獄谷から概ね 1.5km 以内の範囲 

大規模噴火 

大きな噴石 

火砕流・火砕サージ 

火口噴出型泥流 

融雪型火山泥流（積雪期） 

居住地域に影響しない範囲 

 ※大きな噴石については、地獄谷から概ね 2.5km 以内の範囲 

居住地域を含む広範囲 

※弥陀ヶ原火山ハザードマップの想定を大きく超えるような 

噴火が発生した場合 

 噴火に伴う火山現象は、噴火警報の対象とする現象について記述している。これらの現

象以外に降灰後の降雨による土石流などは噴火警報で示す警戒が必要な範囲を越えて

影響を及ぼす場合もあるので注意が必要である。 

 風下側では火山灰や小さな噴石が遠方まで風に流されて降るため注意が必要である。 

 大きな噴石とは、風の影響を受けずに弾道を描いて飛散する噴石とする。 

 ここでは過去の噴火履歴より水蒸気噴火のみを想定しているが、火山の状況に大きな

変化あればマグマ噴火が発生する可能性もある。 
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２. 噴火警戒レベルの区分け 

 弥陀ヶ原は地獄谷で活発な噴気活動がみられる一方で、想定火口域内及びその周辺に登

山道や宿泊施設があり、アクセスが容易であるため、多くの登山者や観光客が訪れる。この

ため噴出物の飛散が想定火口域内に留まる小さな噴火でも人的被害につながる可能性があ

る。このことを踏まえ、弥陀ヶ原の噴火警戒レベルは、直ちに生命に危険を及ぼす火山現象

の影響範囲を検討した。 

 

①レベル１（活火山であることに留意） 

 静穏な火山活動。火山性地震が時折発生、地獄谷で噴気活動、地熱活動がみられる。 

②レベル２（火口周辺規制） 

地震活動の高まり、少量の泥や火山灰の噴出等の噴気活動の活発化がみられ、想定火口域

内に大きな噴石を飛散させる噴火が予想される。 

③レベル３（入山規制） 

レベル３では小規模噴火と大規模噴火の２つのケースを想定している。 

大規模噴火では、地獄谷から概ね 2.5km 以内の範囲に大きな噴石が飛散する、居住地域に

影響しない程度の火砕流・火砕サージ、火口噴出型泥流を伴う噴火が発生、または予想され

る。積雪期には、噴火に伴う火口噴出型泥流により、居住地域に影響しない程度の融雪型火

山泥流が発生、または予想される。 

小規模噴火では、地獄谷から概ね 1.5km の範囲に大きな噴石が飛散、または予想される。 

③ レベル４（高齢者等避難）から５（避難） 

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生すると予想される、もしくはそのような噴火

図２ 弥陀ヶ原の想定火口域、噴火に伴う火山現象の影響範囲 
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が切迫、発生した状態。 

 

３. 噴火警戒レベルの判定基準とその考え方 

弥陀ヶ原では、想定火口内に観光客等が立ち入る火山であるため、小規模な噴火であって

も大きな災害に結び付く可能性が高く、安全サイドに立った噴火警戒レベルの判定が重要

となる。 

しかし、震動観測の開始が 2011 年と最近で、噴火活動の推移を詳細に把握できている過

去の噴火事例がないため、噴火に至るまでの過程が十分にわかっていない。そこで、過去に

水蒸気噴火が発生し、その時の観測データが残っている 2014 年御嶽山、2018 年霧島山（え

びの高原（硫黄山）周辺）及び 2018 年草津白根山（本白根山）の噴火や 2014 年、2018 年

草津白根山（白根山（湯釜付近））の活動の高まりの事例を参考にし、噴火警戒レベルの判

定基準を設定した。 

 

【レベル２】 

（判定基準） 

＜想定火口域内に大きな噴石が飛散するような噴火の可能性＞ 

次のいずれかの現象が観測された場合 

①想定火口域付近浅部での地震活動の高まり 

②振幅の小さな火山性微動の多発 

③泥、火山灰の噴出 

 

（引き下げ基準） 

上記の条件を満たさなくなり火山活動に低下が認められた場合にレベルを引き下げる。 

 

（解説：判定基準） 

＜想定火口域内に影響を及ぼす噴火の可能性＞ 

① 広域地震観測網によると、弥陀ヶ原の周辺は構造性地震が多発する地域であることが

わかっている。2018 年の 1 年間に発生した弥陀ヶ原付近を震源とする地震は月合計５

回以下で、全く地震が観測されない月もあり、地震活動は低調に経過している。このこ

とから、地震活動が現在の状態を上回った場合に、火山活動が高まったと判断し、レベ

ル２へ引き上げる。地震活動の高まりについては、日回数 10 回以上を目安とする。ま

た、地震の短期的な増加だけでなく、日回数は少ないながらもその状態が継続した場合

なども想定される。なお、弥陀ヶ原では、周辺の地震活動が時々みられるが、この地震

によって想定火口域付近浅部で地震活動の高まりや低周波地震、火山性微動、噴気活動

の活発化はみられていない。これらの地震は火山活動に直接関連しない地震と推定さ

れることから、レベル引き上げの判断には用いない。 
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② 弥陀ヶ原ではこれまでに火山性微動を観測した経験がないが、一般に火山活動が高ま

った場合、地震活動の高まりの他、火山性微動が観測されることがある（例えば 2018

年草津白根山（白根山（湯釜付近））の活動）。地獄谷浅部に火山ガスや熱水等の火山性

流体の存在が示唆されている弥陀ヶ原でも、これらの活動度の高まりに対応して火山

性微動が観測される可能性が考えられることから、火山性微動が多発した場合もレベ

ル２に引き上げる。 

③ 泥や火山灰の噴出が確認された場合、その後、大きな噴石を飛散させる噴火に至る可能

性もあるため、レベル２へ引き上げる。なお、山麓の監視カメラで検知できなくても、

発見者通報と振動記録での対応や、現地調査で噴出が確認された場合は、レベル２へ引

き上げる。 

 

（解説：引き下げ基準） 

上記の条件を満たさなくなり、火山活動の推移を注視し、火山活動に低下が認められ、想

定火口域内に大きな噴石を飛散させる噴火の可能性が低くなったと判断した場合、レベル

を引き下げる。 

 

【レベル３】 

（判定基準） 

次のいずれかの現象が観測された場合にレベル３に引き上げる。 

＜地獄谷から概ね 2.5km 以内の範囲に大きな噴石を飛散、または居住地域に影響しない程

度の火砕流・火砕サージ、火口噴出型泥流、積雪期に融雪型火山泥流を伴う噴火の可能性＞ 

① 振幅の大きな火山性微動の発生 

② 想定火口域付近浅部での地震活動の急激な高まり 

③ 浅部の膨張を示す明瞭な地殻変動とともに想定火口域付近浅部での地震活動の高まり 

④ 想定火口域内に大きな噴石が飛散するような噴火が発生 

＜地獄谷から概ね 2.5km 以内の範囲に噴石を飛散、または居住地域に影響しない程度の火

砕流・火砕サージ、火口噴出型泥流、積雪期に融雪型火山泥流を伴う噴火の発生＞ 

⑤ 噴火が発生し、想定火口域を超え概ね 2.5km 以内の範囲に大きな噴石が飛散、居住地域

に影響しない程度の火砕流・火砕サージ、火口噴出型泥流、融雪型火山泥流（積雪期）

が流下。 

 

（引き下げ基準） 

上記の条件を満たさなくなり火山活動に低下が認められた場合にレベルを引き下げる。 

 

（解説：判定基準） 

＜地獄谷から概ね 2.5km 以内の範囲に大きな噴石を飛散、または居住地域に影響しない程



6 
 

度の火砕流・火砕サージ、火口噴出型泥流、積雪期に融雪型火山泥流を伴う噴火の可能性＞ 

① 2014 年御嶽山の水蒸気噴火や 2018 年草津白根山（本白根山）の水蒸気噴火では、噴火

の発生直前から、傾斜変動を伴う振幅が大きな火山性微動が観測されている。このこと

から振幅の大きな火山性微動を観測した場合は、想定火口域を超えて影響を及ぼす噴

火の可能性が考えられるので、速やかにレベルを３へ引き上げる。 

② 弥陀ヶ原では、想定火口付近を震源とする火山性地震の観測事例が少なく、その活動の

特性は十分に分かっていない。そのため、短時間にレベル２への引き上げ頻度を明らか

に超える地震活動が観測された場合や振幅の大きな地震の多発、明瞭な低周波地震の

増加がみられた場合に、レベル３へ引き上げることとする。なお、他火山の事例では、

2018 年霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺）の水蒸気噴火や 2014 年御嶽山の噴火にお

いて、噴火前に火口付近浅部を震源とする火山性地震が活発化する現象がみられてい

た。 

③ 2014 年、2018 年草津白根山（白根山（湯釜付近））の事例では、地震活動の高まりとと

もに、山体浅部の膨張を示す変化がみられていることから想定した。弥陀ヶ原では地獄

谷地下浅部に火山ガスや熱水の存在が示唆されている。地震活動の高まりと山体浅部

の膨張を示す変化が観測された場合、火山性流体の供給が増加していると考えられ、火

山活動が更に高まったと判断し、レベルを３へ引き上げる。 

④ 想定火口域内に大きな噴石が飛散する程度の噴火が発生した場合、その後、想定火口域

を超えて大きな噴石が飛散する可能性も否定できないことから、噴火の更なる拡大の

可能性を考慮してレベルを３へ引き上げる。これらの現象は山麓の監視カメラで検知

できなくても、発見者通報と振動記録での対応や、現地調査で大きな噴石の飛散が確認

された場合は、レベル３へ引き上げる。 

＜地獄谷から概ね 2.5km 以内の範囲に噴石を飛散、または居住地域に影響しない程度の火

砕流・火砕サージ、火口噴出型泥流、積雪期に融雪型火山泥流を伴う噴火の発生＞ 

⑤ 噴火が発生し、想定火口域を超えて大きな噴石が飛散したことが認められた場合や火

砕流・火砕サージ、火口噴出型泥流、融雪型火山泥流（積雪期）の流下が認められた場

合は、速やかにレベル３へ引き上げる。 

 

（解説：引き下げ基準） 

上記の条件を満たさなくなり、火山活動の推移を注視し、火山活動に低下が認められ、想

定火口域を超えて影響が及ぶ噴火の可能性が低くなったと判断した場合、レベルを２に引

き下げる。 

 

＜レベル３における警戒が必要な範囲について＞ 

弥陀ヶ原では、レベル３における警戒が必要な範囲は、大きな噴石については地獄谷から

概ね 2.5 ㎞以内の範囲、火砕流・火砕サージ、火口噴出型泥流、融雪型火山泥流（積雪期）
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については、居住地域に影響しない程度の範囲を原則とする。ただし、噴火が発生し、現地

調査等で噴火の影響範囲が概ね 1.5km 以内の範囲にとどまっていることが確認され、火山

活動に更なる活発化が認められない場合は、警戒が必要な範囲を地獄谷から概ね 1.5 ㎞以

内の範囲に縮小する。 

また、レベル３に引き上げたが、噴火が発生せず、火山活動に低下傾向が認められる場合

も、警戒が必要な範囲を地獄谷から概ね 1.5 ㎞以内の範囲に縮小し、火山活動の推移をみた

上で、レベル２への引き下げを検討することとする。 

 

【レベル４～５】 

（判定基準） 

次のいずれかの現象が観測された場合、レベル４または５に引き上げる。 

（レベル４） 

＜居住地域に重大な被害を及ぼす噴火の可能性＞ 

① 居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が予想される場合 

（レベル５） 

＜居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生あるいは切迫＞ 

② 居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生あるいは切迫 

 

（引き下げ基準） 

上記の条件を満たさなくなり、居住地域に重大な被害を及ぼす噴火の可能性が低くなっ

たと判断した場合、レベルを引き下げる。 

 

（解説：判定基準） 

①②弥陀ヶ原では、居住地域は想定火口域から 10㎞以上離れており、弥陀ヶ原の過去１万

年以内の噴火規模や他火山の事例を考慮して作成された弥陀ヶ原火山ハザードマップによ

ると、火口噴出型泥流や融雪型火山泥流が居住地域に影響を及ぼす可能性は低いと想定さ

れている。このため、過去１万年以内に発生した噴火の規模を大きく超えるような噴火が発

生しない限り、居住地域に影響が及ぶ可能性は低いと考えられるが、過去 1 万年以内に発生

した噴火の規模を大きく超えるような噴火の可能性、もしくは、噴火が発生、切迫している

と判断した場合には、レベル４～５に引き上げる。 

 

（解説：引き下げ） 

上記の条件を満たさなくなり、火山活動の推移をみて、居住地域に重大な被害を及ぼす噴

火の可能性が低くなったと判断した場合、レベルを引き下げる。 
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４．今後検討する課題 

以上示した判定基準は、現時点での知見や監視体制を踏まえたものであり、今後随時見直

していくこととする。特に、以下の各課題に引き続き取り組み、判断基準の改善を進める必

要がある。 

 弥陀ヶ原は火山観測の歴史が浅く、噴火に至るまでの過程については不明な点が多い。

そのため、判定基準は他火山の事例を参考にしたものが多く、定性的な表現にとどまっ

ている。機動観測含め、観測事例を積み重ねることで、火山活動の理解を深め、判定基

準をより精緻化していくことが重要である。 

 火口近傍の観測データの活用等、新たな項目を判定基準に取り組む検討を継続してい

く必要がある。 
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